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【男女共同参画の推進に関する提言】

１．はじめに

三重県男女共同参画審議会では、三重県男女共同参画推進条例に基づき、毎年、県が独

自に行う評価とは異なる外部的視点で県の施策の実施状況に関する評価を行い、２～３年

に一度、知事に対し提言を行っている。

男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる社会を目指し、これまで

さまざまな取組を進めてきたが、以下の社会経済情勢の変化、取組の進捗状況等を踏まえ、

今回は、「女性の活躍による経済の活性化」、「安心して産み育てられる環境の整備」、「女

性の参画による防災力・地域力の向上」の３点に重点を置き、提言を行うものである。

なお、この提言においては、男性も主体的に育児を担うという趣旨から、「育児参加」

ではなく、「育児参画」の言葉を使用するものである。

〇 社会経済情勢の変化、取組の進捗状況等

安倍内閣が経済再生に向けて展開している成長戦略では、女性の活躍をその中核とし

て位置付け、「待機児童の解消」、「女性役員・管理職の増加」、「職場復帰・再就職の支

援」等の取組を打ち出している。

ＩＭＦのクリスティーヌ・ラガルド専務理事も「女性は日本の潜在力。働く女性を増

やせば、日本経済がよくなる。」と、日本の女性の活躍による景気牽引効果について発

言している。

しかし、県内の状況を見ると、企業における管理職への女性登用率は平成 24 年度で

10.0％（※１）にとどまっている。女性の能力発揮促進のために積極的な取組を行って

いる企業等の割合は平成 24 年度で 27.9％（※２）であり、小規模な企業ほど取組が遅

れている。

また、女性の職業への関わり方について「子どもができたら仕事をやめ、大きくなっ

たら再び働く方がよい」とする割合が平成 24 年度で 58.5％（※３）と全国で最も高く

なっている。

厚生労働省の調査（※４）によると、女性が妊娠・出産・子育てをきっかけに離職す

る理由に就業時間の長さや職場の両立支援制度の不十分さ、子どもの預け先や家族の協

力が得られない等の回答が多く挙げられている。こうしたことから、女性の就労継続を

支援する環境の整備を早急に進めることが求められている。



2

さらに、仕事と家庭の両立に向けた支援が不十分であることは、少子化にも影響を及

ぼしている。「第２回みえ県民意識調査」では子どもの数が多いほど幸福感は高くなっ

ているが、理想とする子どもの数は平均 2.5 人であるのに対し、本県の合計特殊出生率

は 1.47 にとどまっている。

子どもの数に関する希望（理想）と現実のかい離の要因は、第２子までは夫婦間の家

事・育児の分担や育児の不安が主で、第３子以降は教育費の負担感が主となっている。

こうした県民の不安や負担感を緩和するためには、男性が育児等に参画することによる

負担の軽減や女性も就労を継続することによる経済的負担の軽減が必要である。

一方、政策・方針決定過程への女性の参画が進んでいないことの問題が大きくクロー

ズアップされたのが、東日本大震災における対応であり、避難所の運営等に女性の意見

が十分に反映されず、さまざまな問題が生じたことが報告されている。

三重県防災会議に占める女性委員の割合は、平成 24 年 6 月の災害対策基本法改正を

受けて上昇したが、防災分野において男女共同参画の視点が取り入れられるよう、一層

の女性登用が求められる。

また、防災計画の策定だけでなく、指針・マニュアルの策定、避難所・仮設住宅の運

営、防災訓練の実施等あらゆる場面において女性の参画が進むよう、防災分野の女性人

材の育成が急務である。

防災力を支える地域社会に目を向けると、若年層の減少・流出やこれまでの地域コミ

ュニティの担い手の高齢化等もあいまって地域コミュニティが弱体化していることが

うかがえる。「第２回みえ県民意識調査」では「町内会、自治会の活動」への参加の度

合いについて、「参加していない」と答えた人の割合が 20 歳代で 77.9％、30 歳代で

47.3％とそれぞれの年代で最も高くなっている。これらのことから、地域における防災

力向上だけでなく、平時のさまざまな地域活動に女性が参画し、担い手となることが地

域活力の維持や活性化に不可欠である。

（※１）「平成 24 年度 三重県内事業所労働条件等実態調査」による。

（※２）「平成 24 年度 三重県内事業所労働条件等実態調査」による。

（※３）「平成 24 年度 ｅモニターによる男女共同参画に関するアンケート」による。

（※４）厚生労働省「育児休業制度等に関する実態把握のための調査（労働者アンケー

ト調査）」（2011 年度）による。
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２．提言

【提言１：女性の活躍による経済の活性化】

少子高齢・人口減少社会の中で、三重県の経済を活性化し、県内企業が持続的に成長

していくために、企業等に対して女性の活躍促進に取り組むよう働きかけるとともに、

ワーク・ライフ・バランスの推進、多様な就労形態の導入等の取組を支援していかなけ

ればならない。

また、こうした環境整備とともに、自立した個人として社会で活躍する自らの姿をイ

メージすることができるキャリア教育が求められている。

女性の活躍を促進するためには、ワーク・ライフ・バランスの推進による長時間労

働の是正や男女ともにライフスタイルに合った短時間勤務をはじめとする多様な就

労形態を選択できる仕組みが必要である。

県が行った調査で、ワーク・ライフ・バランスの理解が深く、取組意欲が積極的な

企業は従業員の意欲も高まり、生産性（業務効率）が向上する傾向にあることが明ら

かとなった。こうした調査結果の周知やアドバイス等の支援により、企業等における

取組を促進し、普及を図らなければならない。

また、企業等の働きやすい職場づくりに向けた取組を加速するために、「男女がいき

いきと働いている企業」三重県知事表彰・認証制度における優れた取組事例の周知や

表彰・認証に伴うインセンティブを充実させるなどして、自主的に取り組む企業を増

加させることが必要である。

こうした環境整備とともに、企業等が性別にとらわれず能力を発揮できる機会を設

け、人材育成や登用等に取り組むよう働きかけなければならない。

あわせて、将来を担う児童生徒に対するキャリア教育においては、自立した個人と

しての意識を持つとともに、性別にとらわれない進路や職業の選択ができるよう、取

組を充実させなければならない。特に、女性の参画が進まない分野では、活躍する女

性のイメージを持てるような取組を進めなければならない。

一方、現在就労している女性に対しては、女性の活躍に向けて環境整備が進む中で、

自らの能力を積極的に生かす意識を高めるためのキャリア教育が必要である。
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【提言２：安心して産み育てられる環境の整備】

女性が安心して妊娠・出産できる環境が整備されるとともに、女性も男性も働き続け

ながら子どもを育てられる環境も整備されなければならない。こうした男女共同参画を

進める取組は少子化対策としても必要なものであり、早急に進めなければならない。

女性が安心して妊娠・出産できる環境のために、産科医・小児科医の確保や助産師

の育成・資質向上に取り組む必要がある。また、働く女性が職場において妊娠・出産

を理由とした不利益な取り扱いや嫌がらせ（マタニティ・ハラスメント）を受けない

よう、必要な知識の普及や企業等への啓発に努めなければならない。

子育て中の男女が安心して働くことができるセーフティネットとして病児保育・病

後児保育等を含めた保育サービス、ファミリー・サポート・センター、放課後児童ク

ラブ等の充実も不可欠である。県は地域の実情に応じたサービスが提供されるよう、

リーダーシップを取って実施主体の市町を支援する等、市町との協働を積極的に進め

なければならない。また、各種サービスを利用するにあたって必要な情報が行き届く

よう、利用者の視点に立った周知の工夫を市町に働きかけることも必要である。

仕事と子育て・生活を両立していくためには、男女が共に役割を担うことが必要で

あり、特に男性の育児参画の促進が求められる。そのため、ワーク・ライフ・バラン

スや男性が育児休暇や休業を取得しやすい職場風土の醸成を促進する必要がある。

とりわけ育児休暇を取得した知事は、県庁内における取組推進のリーダーシップを

発揮するとともに、県民に向けて男性の育児参画についての思いを発信する必要があ

る。
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【提言３：女性の参画による防災力・地域力の向上】

東日本大震災における避難時の対応や避難所運営などで、防災における女性の参画の

必要性が改めて認識されている。防災分野における政策・方針決定過程への女性の参画

拡大や、防災関連計画等への男女共同参画の視点の反映が急務である。

また、防災の取組をきっかけとして地域における男女共同参画の取組が拡がることが

期待される。

東日本大震災での課題を踏まえ、被災時の対応には女性に配慮した避難スペースの

使い方や、避難所内のルールを決定する運営委員会に男女共同参画の視点が不可欠で

ある。

男女共同参画の視点をさまざまな段階で反映するために、三重県防災会議だけでな

く、下部組織として位置付けられる検討部会や専門部会においても女性の参画を進め

なければならない。

「みえ防災コーディネーター」や「女性防災人材育成講座」等の受講者だけでなく、

地域づくり活動等で活躍している女性、これまで育成した男女共同参画推進サポータ

ー等の人材も積極的に活用するとともに、女性防災リーダーをさらに養成する必要が

ある。

防災力や地域力向上のためには、「職業人」、「家庭人」としてだけでなく、「地域人」

として自立した活動を行う人が増えることが必要であり、そのためにもワーク・ライ

フ・バランスを推進することが求められる。

地域において防災分野で女性が活躍することがきっかけとなり、平時のさまざまな

地域活動においても、女性がリーダーシップを取ることにつながることが期待される。

３．取組の推進にあたって

以上の提言を踏まえた取組を推進するにあたっては、まずは県庁が模範となって「男

女とも働きやすい職場」、「女性が活躍する職場」の実現を目指さなければならない。ま

た、さまざまな男女共同参画に関する情報が、必要とする県民に的確に届くよう、ニー

ズを踏まえた質的・量的両面からの充実と情報を提供する手法について一層の創意工夫

が必要である。

今後の県内における男女共同参画が、知事のリーダーシップにより一段と進展するこ

とを強く期待する。
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【第２次三重県男女共同参画基本計画における基本施策別の評価】

Ⅰ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

① 県・市町における審議会等委員への女性の登用について

県・市町における審議会等委員への女性の登用については、平成 22

年度23.5％、平成23年度24.7％、平成24年度25.1％とその伸びは遅々

としている。また、市町間に大きな格差がみられ、「社会のあらゆる分

野において、2020 年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少な

くとも 30％程度になるよう期待する。」という国及び県の目標の達成が

危ぶまれる状況である。まずは、第２次男女共同参画基本計画第一期

実施計画の目標である平成27年度28.7％を達成できるよう、とりわけ、

登用率が低い市町に対し助言、支援を行うとともに、女性の積極的な

登用に向けさらに働きかけなければならない。

県においても委員選任の際の事前協議を徹底する等、各部局に対し

バランスのとれた審議会が増加するよう強く求めるべきである。特に、

県・市町を問わず、女性委員が０人の審議会等については、早急の改

善が必要である。

② 県における女性の登用について

県の女性職員の管理職への登用については、管理職ポストの減少等

の実態を踏まえた指標とすべきとの当審議会の提言等に基づき、第一

期実施計画において指標を人数から率に変更したところである。管理

職への女性職員登用率（教員及び警察職員を除く）は、平成22年度7.4％、

平成 23 年度 7.7％、平成 24 年度 7.4％と一進一退の状況である。女性

職員が能力を発揮しながら働き続けることができるよう職場環境を整

えるとともに、性別によらない人材育成及び女性の積極的登用を推進

しなければならない。

③ 教育委員会における女性の登用について

教育委員会における女性教員の管理職登用については、公立学校管

理職（教頭）任用候補者選考試験への推薦枠を男性１名女性１名ずつ

とし、積極的に女性教員に対し選考試験の受験を勧めていることは評

価できる。

しかし、管理職選考試験の受験者に占める女性の割合は伸び悩んで

いることから、アンケート調査等によりその原因を把握する等し、管

理職登用の促進に取り組んでいかなければならない。
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④ 人事委員会における女性受験者増加に向けた取組について

県職員採用試験Ａ試験（大学卒業者等が対象）における女性受験者

の割合は平成 22 年度 34.4％、平成 23 年度 33.9％、平成 24 年度 31.9％

と徐々に低下している。男女の格差なく働き続けられる職場であるこ

とを十分アピールする等、女性受験者の増加に向けて積極的に取り組

まなければならない。

⑤ 地域で活躍できる人材の発掘・育成について

地域における男女共同参画の推進役となる人材の発掘・育成に努めて

きたが、思うように進んでいない状況にある。今後は、一層の人材の発

掘・育成を図るだけでなく、これまで育成した男女共同参画推進サポー

ターなどの人材が地域において活躍できるよう支援するとともに、さま

ざまな分野で既に活躍している方々に男女共同参画の推進役を担って

いただけるよう取組を進めなければならない。

Ⅱ 男女共同参画に関する意識の普及と教育の推進

① 男女共同参画意識の県民への普及度について

男女共同参画意識の県民への普及度については、定期的に調査を行い、

実態を把握し評価する必要がある。

また、三重県の特徴について分析を行い、効果的な施策の実施につな

げなければならない。

② 情報発信の工夫と強化について

県民への男女共同参画の意識啓発等について、ホームページ、各種広

報紙、ラジオ等を通じて情報発信を行っているが、男女共同参画の意義

や必要な情報が十分に伝わらず、意識が浸透したとは言えない状況にあ

る。県民にその意義が理解され、幅広く関心を持ってもらえるよう、ホ

ームページをはじめとするさまざまな広報媒体による情報発信につい

て工夫と強化に取り組まなければならない。

また、国内の動向や関連情報の提供等、内容の充実にも取り組む必要

がある。
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③ 男女共同参画センターが開催する講座・イベント等について

男女共同参画センターが開催する講座・イベント等における参加者

は、着実に増えており、平成 24 年度も約２万２千人が参加している。

また、男性を対象とした意識啓発にも取り組んでいるところであるが、

今後も男女共同参画・ＮＰＯ課と密接な連携を図り、各種取組を進め

る必要がある。

講座・イベントの参加が日常の実践につながるよう、アンケートで

参加後の実践意欲について問う等の工夫が求められる。

④ 教育現場における男女共同参画の推進について

男女共同参画に関する取組状況の調査では、教員に対する校内研修

を実施した学校や教科等に男女共同参画の視点を位置づけた学校の割

合は高い数値を示している。今後は研修後のアンケートの実施や理解

度の確認等、取組の評価や検証を十分に行い、継続的な改善を図らな

ければならない。

⑤ 理工系分野をはじめとするさまざまな分野への女性の進出について

高校生の主体的な進路選択が可能となるよう、大学のオープンキャ

ンパスへの参加促進等の取組を進めている。

一方で、理工系を志望する女子生徒が少ないことや工業高校、商業

高校において男女比に偏りがみられることから、進路や職業等の選択

において性別にとらわれない選択ができるよう、小中学校でのキャリ

ア教育と高等学校でのキャリア教育各々の充実と連携に取り組まなけ

ればならない。

⑥ 男女共同参画に関する国際的な取組等について

世界女性会議に参加した女性らが県内の男女共同参画を牽引したよ

うに、男女共同参画に関する国際的な動向を的確に、かつ迅速に把握

するとともに、県がイニシアチブをとって、県民が国際的な取組にも

関心を持ち、参加できるよう情報提供していくことが重要である。
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Ⅲ 働く場における男女共同参画の推進

Ⅲ－Ⅰ 雇用等の分野における男女共同参画の推進

① 女性の能力発揮促進への企業の取組について

女性の能力発揮促進への取組状況について、「取り組んでいる」企業

は平成24年度27.9％と平成27年度の目標である27％を超えているが、

10 人から 29 人の小規模な企業ほど取組が遅れている。これら企業に対

しては、同規模の企業における取組事例の情報提供等のきめ細かな支

援と経営者への働きかけにより取組を推進しなければならない。

また、働く女性が職場において妊娠・出産を理由とした不利益な取

り扱いや嫌がらせ（マタニティ・ハラスメント）を受けないよう、必

要な知識の普及や企業等への啓発に努めなければならない。

② 企業における多様な就労形態の導入について

多様な就労形態を導入している企業の割合については、平成 21 年度

30.6％、平成 22 年度 24.4％、平成 23 年度 26.4％、平成 24 年度 24.2％

と進展がみられない状況にある。女性の活躍を促進するためには、長

時間労働の是正をはじめとする働き方改革を進め、ライフスタイルに

合った多様な働き方を選択できることが不可欠である。短時間勤務制

度、フレックスタイム制度、在宅勤務制度等多様かつ柔軟な制度が導

入されるよう、研修会等の開催や意欲的な企業の取組事例の情報の提

供等により、企業の取組促進に努めなければならない。

特に経営者への働きかけを強化することが重要である。

③ 企業における女性管理職の登用について

少子高齢・人口減少社会の中で、経済を活性化し、企業が持続的に

成長していくために女性の活躍が不可欠である。しかし、県内企業に

おける管理職に占める女性の割合は、平成 22 年度 7.7％、平成 23 年度

7.8％、平成 24 年度 10.0％と低水準で推移している。女性管理職の登

用が進むには、前提となる女性の人材育成や女性が働き続けられる環

境の整備が必要であり、こうした取組を行う企業に対し、経済的イン

センティブの付与等を含めた積極的な支援を行うべきである。
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④ ワーク・ライフ・バランスの推進について

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、講演会や研修会等を開

催しているが、その推進に取り組んでいる企業の割合は、平成 27 年度

の目標を 37％としているのに対し、平成 23 年度 27.1％、平成 24 年度

28.6％と伸び悩んでいる。ワーク・ライフ・バランスを推進するため

には、企業全体の意識改革が不可欠であり、企業内で説明会や研修会

を行う場合の支援等も検討すべきである。

また、就業規則や制度を含めた仕組みづくりについて専門家による

きめ細かな支援を行い、ワーク・ライフ・バランスを進めることも必

要である。

⑤ 「男女がいきいきと働いている企業」三重県知事表彰・認証制度につ

いて

「男女がいきいきと働いている企業」表彰制度に加え、より応募し

やすい認証制度を創設したことは、応募企業の着実な増加につながり、

雇用の場における男女共同参画意識やワーク・ライフ・バランスの普

及等に有意義であった。また、平成 23 年度に認証企業を対象とした低

利融資の「三重県男女がいきいきと働いている企業応援貸付」を創設

したことは、インセンティブとなる。

今後は企業等の自主的な取組を加速するために、表彰・認証企業の

優れた取組事例を県民に周知するとともに、表彰・認証に伴うインセ

ンティブを充実させるなどして、取組企業を増加させることが必要で

ある。

⑥ 物件関係入札時の総合評価方式における評価項目について

総合評価方式による一般競争入札において、男女共同参画の取組等

の社会貢献を評価項目とするよう普及啓発を進めた結果、清掃・警備

業務の評価項目への採用率は 100％を達成した。今後、企業が男女共同

参画の取組を進めるうえでのインセンティブとなるよう、対象とする

業務の積極的な拡大や男女共同参画に取り組む企業からの優先的調達

を進めることが求められている。
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⑦ 「家庭の日」の周知・啓発の推進について

子どもの育ちにおける家族の絆の大切さを認識し、社会全体で子育

て家庭を支援する地域社会づくりを目指し、「家庭の日」の周知・啓発

が展開されている。経営者に直接働きかけたり、協力のメリットを明

らかにする等して、協力事業所の増加に向けた取組を強化すべきであ

る。

また、「家庭の日」の普及を通じて、企業におけるワーク・ライフ・

バランスについても取組が進められることが望ましい。

⑧ キャリア教育の推進について

男女共同参画を進める中で、個人としての自立について考える力を向

上させることが求められている。そのため、男女ともにキャリア教育が

必要であり、特に児童生徒が社会の中で活躍する女性のイメージを持つ

ことは重要である。男女共同参画に積極的に取り組んでいる企業等での

職場体験や企業等で活躍する女性を講師に招いて話を聞く等、キャリア

教育を充実させなければならない。

一方、現在就労している女性に対しては、女性の活躍に向けて環境整

備が進む中で、自らの能力を積極的に生かす意識を高めるためのキャリ

ア教育が必要である。

Ⅲ－Ⅱ 農林水産業、商工業等の自営業における男女共同参画の推進

① 女性農業委員の登用について

１農業委員会あたりの女性農業委員数は、平成 22 年度末 1.79 人、

平成 23 年度末 1.86 人、平成 24 年度末 1.97 人と目標の１農業委員会

あたり２人の目標達成に近づいているが、市町によって取組や進捗度

合いに格差が生じている。とりわけ、女性農業委員が０人の町に対し

ては、委員選任の際に関係団体等と連携して女性登用について、積極

的に働きかける必要がある。
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② 家族経営協定の締結について

専業農家では各世帯員の役割や労働時間、労働報酬などの就業条件

が曖昧になりやすく、後継者の確保等のためには家族経営協定の締結

推進が不可欠である。しかし、家族経営締結農家数は平成 21 年度末 273

戸、平成 22 年度末 309 戸、平成 23 年度末 319 戸、平成 24 年度末 335

戸と増加してはいるものの、まだまだ少ない状況にある。家族経営協

定締結の成功例や効果を明らかにしてさらなる周知を図ったうえで、

締結に向けた支援を行い、締結農家数を増加させなければならない。

③ 農村・漁村女性アドバイザーの認定数等について

農村女性アドバイザーは、今後２～３年の間に多数の人が定年を迎

えるが、引き続き活動いただくとともに、新たな認定者の確保に一層

取り組まなければならない。

漁村女性アドバイザーは認定数が少なく、関係団体と連携し認定者

の掘り起こしに取り組む必要がある。また、男女を問わず、従事者の

増加に向けた取組も不可欠である。

これらに加え、活躍している農村・漁村女性アドバイザーの姿を紹

介する等により、認定数の確保、活動の活性化に努めなければならな

い。

④ 漁業分野における男女共同参画について

漁業分野においては、その仕事の特性もあり、男女共同参画は十分

に進んでいない。関係団体と連携し、６次産業化等の新しい取組の中

で女性の視点を積極的に活用し、女性が活躍できる場の確保等につい

て、取り組んでいかなければならない。

⑤ 起業支援について

経済の活性化につながる女性の活躍のために、農林水産業、商工業

等にかかる起業とその経営継続の支援が必要である。業種を超えて自

由に意見交換できる人的ネットワークの構築をはじめ、ニーズに応じ

た具体的で継続的な支援を進めていく必要がある。
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Ⅳ 家庭・地域における男女共同参画の推進

① 「家庭の日」の趣旨の浸透、啓発について

家庭は社会を構成する基礎であり、生活の基本的な場である。「家庭

の日」の趣旨が広く県民に浸透するよう、市町との連携を図りながら、

より効果的な方法を工夫する等して周知に取り組まなければならない。

また、ワーク・ライフ・バランス推進の観点からも「家庭の日」の周

知を進めることが必要である。

② 「みえ次世代育成応援ネットワーク」について

「みえ次世代育成応援ネットワーク」は、子どもや子育て家庭を社

会全体で支えるという趣旨に賛同した地域の企業や子育て支援団体で

構成されている。年に一度開催される「子育て応援わくわくフェスタ」

は毎年多くの参加者を集めているが、今後は、ネットワークが自立し

た活動を展開できるようにしていかなければならない。そのためにも

イベント等の参加者や関係者とのつながりを維持し活用していく必要

がある。

なお、ネットワーク会員企業は、「家庭の日」協力事業所となるよう、

発展的な仕組みにすることも検討すべきである。

③ 「ファミリー・サポート・センター」について

「ファミリー・サポート・センター」については共働き世帯やひと

り親世帯等への子育て支援策として、今後ますますその役割は重要に

なると考えられる。ファミリー・サポート・センターの設置運営主体

は市町となっているが、特に病児・病後児預かりは働く親にとって重

要な問題であり、各センターが事業を実施できるよう、市町への支援

を積極的に行わなければならない。

④ 保育サービスの充実促進について

男女が共に安心して働き続けるために、また出産・育児等で退職し

た女性が再就労するためには、延長保育、病児・病後児保育等の保育

サービスの充実が必要である。

保育サービスは主に市町が実施主体となっているが、多様なニーズ

に応じたサービスが提供できるよう、市町と連携し、制度を所管する

国への要望を行う必要がある。

また、保育サービスや新たな支援制度の情報が必要とする人に届く

よう、市町に対し積極的に働きかけるべきである。
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⑤ 介護サービスの充実促進について

依然として、女性の介護負担は軽減されておらず、介護における男

女共同参画は進んでいるとは言えない現状である。また、近年家族の

介護・看護を理由とした離職等も増加している。介護サービスは主に

市町が実施主体となっているが、介護負担を軽減し、女性が働き続け

られるよう、さまざまなサービスの充実について市町と連携し、制度

を所管する国への要望を行う必要がある。

また、介護サービスの質的向上のため、介護労働者の労働環境の改

善や賃金格差解消など処遇の向上に向け、市町と連携し、引き続き国

等に働きかけなければならない。

⑥ 介護を受ける人の尊厳を重んじた介護サービスの提供について

介護サービスの提供にあたっては、介護を受ける人のニーズを把握

するとともに、要望に応じて性別に配慮した対応も必要である。介護

を受ける人の尊厳に対する意識を高めるために、研修の充実を図らな

ければならない。

⑦ 自治会における女性会長の割合について

地域における女性自治会長の割合については、平成 22 年度 2.3％、

平成 23 年度 2.5％、平成 24 年度 2.6％と低い状況が続いている。自治

会は地域住民の活動の基盤であり、女性自治会長を増やすためには市

町に積極的に働きかけるべきである。

⑧ 防災分野における男女共同参画の取組について

東日本大震災においては、女性の視点が十分でなかったことにより、

避難所の運営等の災害対応においてさまざまな問題が生じた。地域に

おける防災対策では、災害時においても平常時においても、男女共同

参画の視点を取り入れた取組を進める必要がある。

その趣旨からも県防災会議における女性委員の増加や「みえ防災コ

ーディネーター」養成講座を女性限定で開催したことは適切な取組と

して評価できる。今後はこうした人材の活用や地域の防災活動への女

性の一層の参画に向けて市町と連携して取り組まなければならない。

地域において防災分野で女性が活躍することがきっかけとなり、平

時のさまざまな地域活動においても、女性がリーダーシップを取るこ

とにつながることが期待される。
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⑨ ＮＰＯ等との連携・協働について

地域において男女共同参画を推進するために、さまざまな立場の

人々が幅広く力を合わせて取り組む必要がある。市町と連携して情報

発信や交流の場づくり等に積極的に取り組み、ＮＰＯ等多様な主体と

の連携・協働を活発化する必要がある。

Ⅴ 心身の健康支援と性別に基づく暴力等への取組

Ⅴ－Ⅰ 生涯を通じた男女の健康と生活の支援

① 生涯を通じた男女の健康支援について

ＮＰＯや企業等と協働し、乳がんや子宮頸がんについて啓発を強化

している点は評価でき、引き続き今後の受診率向上につながる効果的

な取組を行う必要がある。学齢期や周産期を含めた生涯を通じた健康

支援に総合的に取り組み、性差医療に関する知識の一層の普及に努め

なければならない。

② 女性が安心して妊娠、出産できる医療体制の整備について

女性が安心して妊娠、出産できる環境の実現に向けて、産科医・小

児科医の確保と偏在の解消、助産師の育成・資質向上と活用を促進し

なければならない。

なお、産科・小児科を志す医学生を増やすため、産科・小児科の魅

力を伝える等の工夫も必要である。

③ 不妊専門相談センターについて

三重県不妊専門相談センターについては、効果的に広報を行い、相

談事業等の周知に取り組まなければならない。今後の相談件数の増加

に対応するため、不妊専門相談員の確保と育成に取り組まなければな

らない。

④ ひとり親家庭に対する支援について

ひとり親家庭については、多様な支援事業や制度があり、周知方法

を工夫しなければならない。特に、父子家庭において支援が行き届い

ていないことが多く、支援を必要とする時にスムーズに利用できるよ

う、より丁寧な情報提供が求められる。
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Ⅴ－Ⅱ 男女共同参画を阻害する暴力等への取組

① 関係機関との連携について

配偶者からの暴力防止等連絡会議の開催だけでなく、さらに連携を

進めるため、配偶者暴力相談支援センター、医療機関等関係機関相互

の情報共有、通報体制の確保に取り組まなければならない。

また、家庭内でＤＶを目撃することは子どもにとって心理的な虐待

であり、ＤＶが子どもの心身に大きな影響を与える。ＤＶと児童虐待

については関連性が強いことから、児童相談所等との連携も不可欠で

ある。

② ＤＶに関する正しい理解と意識の浸透について

ＤＶに関しては、徐々に理解は進んでいるものの、一層の正しい理

解やＤＶを許さないという意識の浸透が必要である。

また、暴力を伴わない人間関係を構築するためには、幼い頃からの

教育が重要であることから、健康福祉部と教育委員会との密接な連携

が不可欠である。

さらに、外国人住民に対する多言語による啓発や通訳者にＤＶの知

識を身に付けてもらうための研修を実施する必要がある。

③ ＤＶ被害者に対する相談、支援の充実について

ＤＶ被害に関する相談件数は、女性相談所等や警察本部を合わせる

と毎年度 1,500 件を超える状況である。女性相談所、福祉事務所、市

町の相談窓口等、身近で相談しやすい体制を確立するとともに、被害

者に対する必要な支援を的確に行わなければならない。

なお、被害者の個人情報の保護については、相談員だけでなく、関

係情報を扱う部署の職員にも十分な意識を持たせなければならない。

④ ＤＶ被害者の自立に向けた支援について

一時保護後のＤＶ被害者に対しては、相談、住居確保、就労支援等

多岐にわたる自立支援が必要となる。被害者の置かれている状況に即

した自立支援が行えるよう、福祉事務所、ハローワーク、ＮＰＯ等と

の密接な連携を図らなければならない。
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⑤ デートＤＶ（若年層における交際相手からの暴力）について

三重県男女共同参画センターが昨年度実施したデートＤＶに関する

アンケート調査では、交際経験のある高校生・大学生の約４人に１人、

女性では約３人に１人にデートＤＶの被害経験があると報告されてい

る。デートＤＶの防止に向け、出前講座等により中学生、高校生、大学

生等の若年層を対象とした啓発を充実しなければならない。

学校においては、さまざまな教育機会を捉えてデートＤＶの防止につ

いて啓発を行うとともに、校内における相談体制の充実を図らなければ

ならない。

⑥ ＤＶ加害者更生に関する取組について

ＤＶ加害者の更生・再犯防止に関する取組の充実が望まれる。内閣府

が調査研究に取り組んでいる加害者更生について、その動向を注視し、

情報収集に努めなければならない。

⑦ 犯罪被害者支援について

警察本部および公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センターにお

いては、犯罪被害者支援に関するさまざまな取組を行っている。被害

者の個人情報の保護を徹底するとともに、性別に配慮した対応や被害

者の立場に立った支援に努めなければならない。

また、外国人住民の犯罪被害者のための支援パンフレットの多言語

化を引き続き進めなければならない。

計画の推進

① 県のあらゆる施策への男女共同参画の視点の反映と職員への男女共同

参画意識の普及

県のあらゆる施策への男女共同参画の視点の反映について、未だ十

分に進んでいない状況にあり、総合行政による一層の取組を引き続き

各部局へ働きかけていく必要がある。

また、県が率先して男女共同参画社会にふさわしい職場づくりを推

進していくにあたって、すべての職員が男女共同参画の視点を持つこ

とが不可欠であり、研修等を通じて理解や必要性を継続して訴えなけ

ればならない。
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② 市町に対する働きかけについて

市町では、男女共同参画についての取組に対する温度差、進捗度合

の格差が依然としてみられる。また、市町の職員数にかかわらず、男

女共同参画に関して専任体制がなかったり、専任職員が減少している

ところがある。県と市町との連携を強化し、男女共同参画の推進に協

働して取り組むことが不可欠であることから、今後も市町の訪問等に

より、ニーズを把握し、各々の実情に応じた支援を行い、地域におけ

る男女共同参画の推進につなげなければならない。

③ 特定事業主行動計画の推進について

県において、特定事業主行動計画に基づき、育児参加休暇、学校等

行事休暇制度の創設等の取組が進められている。また、部局長等の組

織マネジメントシートに男性職員の育児参加休暇や育児休業の取得率

の目標が設けられたことは、トップマネジメントによる新たな取組と

して評価できる。引き続き、男性職員の育児参加休暇や育児休業の取

得が増加するよう、知事がリーダーシップを発揮するとともに、労使

協働委員会等も活用して職場風土づくりに取り組んでいかなければな

らない。

今後とも、市町、企業などに対し、県はモデルケースとなるよう率

先して取り組んでいく必要がある。
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【検討経過】

〇平成 23 年度

・ 第１回三重県男女共同参画審議会（平成 23 年６月 21 日）

正副会長選出、平成 22 年度事業の評価の進め方等について合意

・ 第１部会（平成 23 年８月 29 日、８月 30 日、９月８日）

以下の所属から説明聴取（所属名は当時。以下同じ）

総務部：人材政策室

生活・文化部：男女共同参画・NPO 室、三重県男女共同参画センター、国際室

教育委員会事務局：人材政策室、高校教育室、小中学校教育室、研修企画・支援室

人事委員会事務局

・ 第２部会（平成 23 年８月 26 日、９月１日）

以下の所属から説明聴取

健康福祉部：こども未来室（第３部会と合同）

生活・文化部：勤労・雇用支援室

農水商工部：農業経営室、水産経営室、商工振興室、金融経営室

環境森林部：森林・林業経営室

県土整備部：入札管理室

出納局：会計支援室

・ 第３部会（平成 23 年８月 18 日、８月 19 日、８月 26 日）

以下の所属から説明聴取

防災危機管理部：防災対策室、地震対策室

健康福祉部：長寿社会室、医療政策室、健康づくり室、

こども未来室（第２部会と合同）、こども家庭室、女性相談所

農水商工部：観光交流室

警察本部：広聴広報課、生活安全企画課

・ 三重県男女共同参画審議会部会長会議（平成 23 年 12 月 19 日）

中間評価（案）について討議

・ 第２回三重県男女共同参画審議会（平成 24 年１月 23 日）

中間評価について討議、合意
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〇平成 24 年度

・ 第１回三重県男女共同参画審議会（平成 24 年５月 22 日）

平成 23 年度事業の評価の進め方等について合意

・ 第１部会（平成 24 年７月 24 日、７月 27 日）

以下の所属から説明聴取

総務部：人事課

環境生活部：男女共同参画・NPO 課、三重県男女共同参画センター

教育委員会事務局：教職員課、高校教育課、小中学校教育課

人事委員会事務局

・ 第２部会（平成 24 年８月７日、８月 27 日）

以下の所属から説明聴取

健康福祉部：医療企画課（第３部会と合同）、地域医療推進課（第３部会と合同）、

子どもの育ち推進課

農林水産部：担い手育成課

雇用経済部：雇用対策課、サービス産業振興課

県土整備部：入札管理課

出納局：会計支援課

・ 第３部会（平成 24 年７月 27 日、８月 27 日）

以下の所属から説明聴取

防災対策部：消防・保安課、防災企画・地域支援課、災害対策課

健康福祉部：医療企画課（第２部会と合同）、地域医療推進課（第２部会と合同）、

子どもの育ち推進課、子育て支援課、女性相談所

警察本部：広聴広報課、生活安全企画課

・ 三重県男女共同参画審議会部会長会議（平成 24 年 12 月 18 日）

中間評価（案）について討議

・ 第２回三重県男女共同参画審議会（平成 25 年２月４日）

中間評価について討議、合意
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〇平成 25 年度

・ 第１回三重県男女共同参画審議会（平成 25 年５月 28 日）

正副会長選出、平成 24 年度事業の評価の進め方、提言の方法等について合意

・ 第１部会（平成 25 年７月３日、７月 16 日、８月１日）

以下の所属から説明聴取、部会別評価（案）について討議

総務部：人事課

環境生活部：男女共同参画・NPO 課、三重県男女共同参画センター

教育委員会事務局：教職員課、高校教育課、小中学校教育課

人事委員会事務局

・ 第２部会（平成 25 年７月３日、７月 23 日、８月６日）

以下の所属から説明聴取、部会別評価（案）について討議

健康福祉部：子どもの育ち推進課、子育て支援課

農林水産部：担い手育成課、水産経営課

雇用経済部：雇用対策課、サービス産業振興課

教育委員会事務局：高校教育課

・ 第３部会（平成 25 年７月 12 日、７月 30 日、８月９日）

以下の所属から説明聴取、部会別評価（案）について討議

防災対策部：防災企画・地域支援課

健康福祉部：長寿介護課、医務国保課、地域医療推進課、健康づくり課、

子どもの育ち推進課、子育て支援課、女性相談所

教育委員会事務局：生徒指導課、人権教育課

警察本部：広聴広報課、生活安全企画課

・ 第２回三重県男女共同参画審議会（平成 25 年８月 21 日）

評価（案）及び提言素案について討議

・ 三重県男女共同参画審議会部会長会議（平成 25 年８月 28 日）

評価（案）及び提言（案）について討議

・ 第３回三重県男女共同参画審議会（平成 25 年９月３日）

評価及び提言について討議、合意
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